
知　財　管　理　Vol. 66　No. 11　20161438

論　　説

　抄　録　企業活動のグローバル化やICT化の進展など，世界の産業構造やビジネスモデルは大きく
変化してきている。新興国の企業は低コストで高品質な製品を量産できる環境となっており，先進国
の企業で「モノ」単体が利益の源泉となる業界は少なくなってきている。そのため，製品の製造・販
売だけでなく，顧客の課題やニーズに対応して，「コト」づくりをし，これを競争源泉とすることが
企業戦略として重要になっている。
　当小委員会では，昨年度に引き続き「コト」を生み出し競争源泉とするための「コト」づくりのポ
イントを検討した。更に，どのように知的財産担当者が「コト」づくりに関与し，知的財産をマネジ
メントすべきか，情報を収集しながら考察を実施した。それらの結果を踏まえ，「コト」づくりを推
進する上での，知財マネジメントの留意点について提言する。
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1 ．	はじめに

企業活動のグローバル化やICTの普及など，
世界の産業構造やビジネスモデルは大きく変化

してきている。激変する競争環境の中で，事業
優位性を保つための源泉は時代とともに変遷し
てきている。事実，一部の先進国だけでなく，
新興国でも低コストで高品質な製品を量産でき
る環境となり，先進国の企業でも，「モノ」単体
が利益の源泉である業界は少なくなってきてい
る。近年，この環境の下，製品を製造・販売す
るだけではなく，顧客の課題に対するソリュー
ションの提供や，顧客のニーズに対するサービ
スの提供に対応することで，「コト」づくりをし，
これを競争源泉とする企業も出てきている。
当小委員会では，「コト」づくりを実践する

企業の調査，ヒアリング結果をもとに，知的財
産（以下，「知財」と記す）をマネジメントし
ていくための方策として，特許権，意匠権，商
標権，著作権等の複数の知的財産権（以下，「知
財権」と記す）を複合的に組合せた「知財ミッ
＊  2015年度　The Second Subcommittee, The Second 

Management Committee

続・「モノ」から「コト」へ変化する競争源泉
における知財マネジメントの研究
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クス」や，知財人財の活用の観点を含めて考察
を行った。
なお，本論説は継続して２年間の検討を行っ
てきたうちの２年目の成果をまとめたものであ
る。１年目は，『「モノ」から「コト」へ変化す
る競争源泉における知財マネジメントの研究』
（以下，「１年目論説」と記す）とのタイトルの
下で活動し，次項目に示す内容について調査・
ヒアリングを実施し，成果を論説１）に発表した。
本論説は，その続編としての位置づけのもので
あるため，表題も１年目に準じた。

2 ．	１年目の振り返り

2．1　「コト」の定義

「コト」の定義は多義的であり，色々な考え
方がある中で，当小委員会では，顧客の期待，
体験価値が実現できている状況を検討した結
果，『顧客の潜在ニーズを達成している状態』
であることが，「コト」であるとした２）。

2．2　「コト」の構成と類型

１年目は，具体的な事例を抽出するにあたっ
て，「コト」に対する知財権による保護の観点
を考慮して検討した。
なお，その際に「一式」となっている事例を
重視した。この「一式」とは，以下の図１に示
すような「モノ（製品，ソフトウェア含む）」と
「サービス（ソリューシュンの提供を含む）」と
の組合せである。但し，「一式」により構築され
ている「コト」は，特許等により保護すること
が容易ではなく，何らかの工夫が必要と考える。
そして，上記したこれらの事例について「コ

ト」づくりのポイントや知財からの視点で分析
を行った。その結果，「コト」を形成するには，
①顧客の潜在ニーズを見出し，企画当初から「コ
ト」の文脈に則って「コト」をデザインし，そ
の後，必要な「サービス」とこれを実現するた

めの，「モノ」を具体化して，「コト」づくりを
図る『「コト・ファースト」ルート』（図２）と，
②技術レベルの高いコア技術，標準技術を「場」
に投じて，実際に使用するユーザ等との「共創」
を通じて「コト」を創生していく『「モノ・フ
ァースト」ルート』（図３）があることを見い
出した。なお，図２で，『「コト」の文脈』とは，
「コト」が示す方向性（ベクトル）を意味する。
また，「コト」づくりを成功に導くためのポ
イントとして，『「コト」のデザイン』，『共創』，
『「場」の提供』が大きな成功因子であることを
見い出した。

図１　「モノ」と「コト」と「一式」との関係

図２　コト・ファースト
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なお，「コト」づくりについては『生産時以降
の「コト」』（「コト」類型１），『販売時以降の「コ
ト」』（「コト」類型２），『使用時以降の「コト」』
（「コト」類型３）という３つの局面における類
型化が提唱されている（図４）３）。以下の検討は，
この類型に沿って進めていくこととする４）。

ここで，「コト」とブランドとの関係は当然
に密接であるが，当小委員会では図５のような
イメージで捉えており，ブランドそのものにつ
いては検討してはいない。ブランドは，「コト」
の発生とともに創出し，その後は「コト」を維
持する手段となると考えた。特に『販売時以降

の「コト」』で表出し，主に商標・意匠での保
護が図られている。

3 ．	「コト」事例の分析

当小委員会では，一次抽出した事例から，以
下で示す６つの事例について，各種の情報分析
をするとともに，幾つかの事例では関係者への
ヒアリングを実施し，詳細な検証を行った。

3．1　iPod

（1）概要説明
iPodは，アップル社が販売している携帯音楽

プレーヤである（図６）。2001年にオリジナル
モデルが登場して以来，市場の中で高い地位を
確保し続けてきた。

iPodの「コト」の構成要素として，音楽メデ
ィア（iTunesを経て入手する楽曲のファイル），
メディアプレーヤー（iPod本体）などが挙げら
れる。ユーザは，iPodを購入して，①自分好み
の楽曲をいつでもどこでもダウンロード（購入）
が可能となる，②ポケットに入る大きさでファ
ッション性がある，③自分独自の楽曲集を作成
可能という各ユーザの趣向に合わせた満足感・
ワクワク感を体験・実感することができる，と
いう点で，潜在ニーズを満たすことができる。
これらが「コト」の形成に繋がっていると考え
られる。即ち，「コト」を「モノ」とサービス
との相乗（『一式』）という仕組みで提供してい

図３　モノ・ファースト

図４　時系列と「コト」との関係

図５　「コト」とブランドとの関係

図６　初代iPod５）
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る。これらをコンパクトな１つの物品の形で賄え，
「世界中の音楽をポケットに」という「コト」が，
従来には無い大きな付加価値（提供価値）を使
用するユーザ（顧客）に対して与えたのである。
従って，本事例は，iPod本体という「モノ」

は存在するが「コト・ファースト」であり，「コ
ト」類型２に該当すると考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
「モノ」（iPod）とサービス（iTunes Store）
との『一式』で相乗効果を生み出す仕組みが本
事例における「コト」づくりのポイントである。
ここには，同社とレコード会社との『共創』が
形成されている。
即ち，「モノ」を購入すれば，サービスが利
用可能となり，サービスを利用すれば「モノ」
の価値が体験できる。「モノ」とサービスとが
相乗されることで，ユーザが「コト」を実感す
ることができる仕組みとなっている（図７）。

音楽という多くのユーザが関わる趣味の分野
を対象として，ユーザ独自の趣向の創り出し，
即ち「コト」を「モノ」とサービスとの相乗（『一
式』）という仕組みで，利便性を追求しながら
コンパクトな１物品として達成可能としたとこ
ろに同社の大きなイノベーションがある。
このイノベーションがユーザの潜在ニーズや
時流と合致していたことはもとより，同社がそ

のイノベーション達成に向けた思想（「コト」
への繋がり）と達成するための具体的手段（「モ
ノ」とサービスの『一式』）とを的確に事前設
計していたことが成功要因と考えられる。

（3）知財関連のポイント
「モノ」とサービスとが『一式』として存在
して初めて，満足感・ワクワク感を与え得る
iPodにおける「コト」は，ユーザが体験し得る
感覚そのものであり，その感覚自体を知財権で
保護することは現行の法制度では難しい。一方
で，iPodにおける「モノ」とサービスは，「コト」
を達成するための具体的手段であるから，知財
権が積極的に活用され得る分野である。
その際，同社は，全方位的に知財権を構築す
るのではなく，自社のコア領域及びコア領域と
他社技術とを繋ぐ境界領域に知財ミックスで知
財権を集中させている。そして，構築した知財
権について，将来に渡って市場をコントロール
可能なようにオープンとクローズの使い分けを
行い，契約をも重視して，生産委託先の企業（協
力会社）や販売会社を制御する知財戦略を採っ
ていると考えられる６）。

（4）知財人財の関わり
このような中で知財人財は，たとえ「コト」
を直接的に知財権で差別化することが困難な場
合でも，何が「コト」に繋がっているのかを見
極めて，「コト」に繋がる要素を知財ミックス
も視野に入れて差別化させていく姿勢を有して
いたと思われる。それは，それぞれ米国で特許
約10,000件，意匠約100件，商標約30件，それ
に加えて店舗のトレードドレス７）といった，確
保できる知財権はコア領域と境界領域に対して
くまなく取得するという結果８），９）からも読み
取れる。知財権を確保することで，「コト」に
係る独自の世界観を顧客に印象づけるのに利用
している。

図７　iPodでの「コト」と「モノ」との関係
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3．2　タイヤソリューション

（1）概要説明
ブリヂストン社のタイヤソリューションは，
新品タイヤの販売だけではなく，タイヤのリト
レッド（トレッドパターンの再生）やメンテナ
ンスを含むソリューションである（図８）。顧
客は，このソリューションの提供を受けること
により，タイヤをより長くより安全に利用する
ことが可能となる。

タイヤソリューションの「コト」の構成要素
として，タイヤ（「モノ」）とリトレッドやメン
テナンスといったサービスとが挙げられる。即
ち，「コト」を「モノ」とサービスの相乗（『一
式』）という仕組みで提供している。「タイヤを
長く安全に利用」という「コト」が，従来には
無い大きな付加価値（提供価値）をユーザに対
して与えたのである。
従って，本事例は，新品タイヤが基礎にあっ

て使用の際にリトレッドとメンテナンスが提供
される「モノ・ファースト」であり，「コト」
類型３に該当すると考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
「モノ」としてのタイヤは，先進国の既存メー
カーが世界で市場を形成している。しかし，近
年はアジアのメーカーが市場に参入し始めてい
る。この様な環境の中，タイヤの「モノ」売り
だけではなく，ユーザへの提供価値を「コト」

として，タイヤのリトレッドやメンテナンスを
含むソリューションも併せて提供することが，
本事例における「コト」づくりのポイントである。
このソリューションの提供を受けた顧客は，

タイヤの交換やメンテナンスは全てプロである
同社に任せてよく，特にトラックやバスの運転
手や運送会社や運輸会社の経営者にとって負担
とリスクが軽減される。また，リトレッドによ
って，より長く利用できることで環境にやさし
い点も魅力である。これらの点には，従来の「モ
ノ」売りのみでは得られないユーザへの新たな
提供価値が存在する。

（3）知財関連のポイント
特許については，①リトレッドに適した台タ

イヤ（トレッドパターンの基礎になる部分）を
構成する技術及び，②タイヤをリトレッドする
技術など，タイヤの品質に関わる「モノ」に該
当する部分と，③メンテナンスやタイヤの選択
などのソリューションに関わる「コト」に該当
する部分に大別できる。
同社では，①②に関して競合他社を凌駕する

特許ポートフォリオをグローバルに保有してい
る。③に関しては，①②と件数を比べると1/10
程度の規模であるが，継続的に特許出願を行い，
「タイヤを長く安全に利用」という「コト」の
文脈に対しての知財による保護を図ろうとして
いることがわかる（図９）。

図８　タイヤソリューション

図９　タイヤソリューションの特許出願状況
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商標については，タイヤソリューション（TIRE 
SOLUTION）を含み，商標登録第4497754号を
含め，５件の登録商標がある。

（4）知財人財の関わり
タイヤソリューションを実現するリトレッド
については，大別すると「リモールド方式」と
「プレキュア方式」が存在する。同社では，「プ
レキュア方式」で米国市場においてトップの地
位にいたバンダグ社を2007年に買収し，その傘
下に収めた。この買収以降，買収以前では低調
であった特許出願が急増しており（図９），知
財取得戦略が変化したように見える。

なお，図９で示した「コト」の文脈について
の特許出願として，例えば特許第5385848号が
ある。この特許は，タイヤの使用状況から摩耗
状態を取得し，データベースとのマッチングを
行うことで，その解決策を提示するものである。
この様な特許出願については，タイヤとしての
「モノ」の要素だけではなく，ICTを活かした「コ
ト」の要素が含まれる。同社においては，知財
人財が音頭をとり，営業部門，開発部門が一丸
となって「コト」に対しても知財面での保護を
図る活動をしていることが分かる。

3．3　SNCS

（1）概要説明
シスメックス社のSNCS（Sysmex Network 

Communication Systems）は，医療施設に設置
された検体（血液，免疫，尿等）の分析装置と，
シスメックス・テクニカルサポートセンターと
をインターネットでオンライン化して，リアル
タイムの外部精度管理・装置状態の自動監視
や，ユーザへのWebによる情報提供を行うサー
ビスである（図11）10）。

SNCSにより，同社が検査結果の正しさをリ
アルタイムで保証することが可能となるのに加
えて，分析装置のトラブルを予知することで分
析装置の不良による停止時間（ダウンタイム）
を最小限にすることが可能となる。
分析装置や試薬という「モノ」を売るだけの

ビジネスから，売った後の使用の際「正しい検
査結果をお届けする」という「コト」を描き，
分析装置や試薬とSNCSを用いたサービスとを
セットにしたビジネスモデルに転換した。その
結果，「安心」という付加価値をユーザへ提供
することができ，他社との差別化に成功した。

SNCSの「コト」の構成要素として，分析装
置や試薬（「モノ」）と，監視やユーザへのWeb
による情報提供といったサービスとが挙げられ
る。即ち，「コト」を「モノ」とサービスとの
相乗（『一式』）という仕組みで提供している。「正

図10　バンダグ社の特許出願状況

図11　SNCS
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しい検査結果をお届けする」という「コト」が，
従来には無い大きな付加価値（提供価値）をユ
ーザに対して与えたのである。
従って，本事例は，使用される分析装置や試

薬の存在が前提となる「モノ・ファースト」で
あり，「コト」類型３に該当すると考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
「正しい検査結果をお届けする」という「コト」
の文脈に沿いつつ，SNCSと関連するあらゆる
機能を肉付けして発展を続けたことが，本事例
における「コト」づくりのポイントである。
当初，SNCSは，分析装置に関する外部精度
管理（各医療施設の分析装置による専用試薬の
測定値を互いに比較し，検査値の正しさを確認
する取組み）のオンライン化を目的としてスタ
ートした。
従来，外部精度管理は，専用試薬の測定値を

郵送で返送してもらい全国規模で集計していた
が，測定値の集計に１～３ヶ月を要していた。
これでは，仮に分析装置が正しい検査結果を出
していなかったとしても，その把握までに長い
タイムラグが生じることになり，ユーザが安心
して分析装置を使うには不十分であった。
これに対して，SNCSは，オンラインでリア

ルタイムに各医療施設から専用試薬の測定値を
収集し，各施設の測定値を集計し，比較するこ
とを可能とし，ユーザが速やかに分析装置の状
態を把握できるようにした。
その後，SNCSは，リモート診断による故障
予測機能（分析装置の動作回数などから故障予
知をする機能）を付加することで，分析装置の
ダウンタイムを最小限にしたり，リモートアク
セス機能（装置の測定データやWebカメラ画像
を活用し，ユーザと専門スタッフが情報を共有
し，遠隔操作による装置の各種設定変更やトラ
ブル時の原因解明などをスムーズに行う機能）
を付加することで，ユーザが分析装置をスムー

ズに利用できるようにしたり，「コト」の文脈
で機能を追加した。これらにより，ユーザは，
分析装置が与える検査結果をより信頼性の高い
ものと認識し，より安心して分析装置を使うこ
とができるようになった。この時点で，「正し
い検査結果をお届けする」という「コト」がユ
ーザに提供されたと言える。

（3）知財関連のポイント
分析装置や試薬については，日常的に知財活

動に接している研究開発部門による研究開発を
ウォッチすることで新たな発明を発掘すること
は可能である。その一方，SNCSは，研究開発
による技術の発展とは異なり，日常的にユーザ
に接しているサービス・サポート部門等が「正
しい検査結果をお届けする」という「コト」の
文脈に沿いながら練り出された「モノ」とサー
ビスの『一式』で行われるビジネスである。
従って，単に，研究開発の成果として発明を

ウォッチしていただけでは，SNCSに関する効
果的な特許出願を行うことは難しい。
しかし，同社の知財活動では，「正しい検査

結果をお届けする」観点からビジネスを捉え，
そのビジネスでユーザに体験価値を与えるもの
は何なのかを把握し，そこから逆算的に特許出
願を行っている。即ち，発明が生まれたといっ
て，（大量の）特許出願をするのではなく，「正
しい検査結果をお届けする」という「コト」の
文脈の観点から，重要なアイテムをあらゆる部
門の活動から抽出し，主要機能（オンライン外
部精度管理，リモート診断による故障予測，リ
モートアクセス）に関する特許や，商標という
知財ミックスによって保護している。

（4）知財人財の関わり
ビジネスに直結したアイデアに対応できるよ

う，同社では知財人財がSNCSに事業面からも
関与できる全社的な仕組みを構築している。そ
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こでは，知財部門，研究開発部門だけでなく，企
画部門，事業部門，サービス・サポート部門等も
交え，特許出願等の対象となるものを技術的観
点のみならずビジネス上のあらゆる観点から抽出
し，ビジネスの検討と並行して知財権による保
護を戦略的に推進できる機能を有している。
更には，ビジネスにおいてユーザに体験価値
を与えるものは何であるのかを把握し，そこか
ら逆算的に出願を行うため，同社では知財部門
の内部で，ビジネス寄りの担当者（事業部門等
からの情報収集とサポート業務）と出願寄りの
担当者（対特許庁の手続業務）を分担させ，そ
れぞれが業務に専念して，成果をあげられる仕
組みを構築している。

3．4　SECOM

（1）概要説明
セコム社は，昭和37年に日本で初めての警備
保障会社として創業した。平成元年には「社会
システム産業　元年」を宣言し，セキュリティ
を中心に，防災，メディカル，保険，地理情報
サービス，情報通信，不動産事業などを展開し
ており，セキュリティで培った安全のネットワ
ークをベースに，トータルでのサービスシステ
ムを提供する新しい社会システムづくりに取り
組んでいる（本稿では，同社が取り組む事業全
般11）を「SECOM」と記す）。

SECOMの「コト」の構成要素として，監視
機器や防犯機器（「モノ」）とネットワークを用
いた監視やガードマンによる警備といったサー
ビスとが挙げられる。即ち，「コト」を「モノ」
とサービスとの相乗（『一式』）という仕組みで
提供（販売）している。「安心・安全・困った
ときはセコム」という「コト」が，従来には無
い大きな付加価値（提供価値）を（平時で使用
しなくても）ユーザに対して与えたのである。
従って，本事例は，「コト・ファースト」で
あり，「コト」類型２に該当すると考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
同社は，従来からサービスを提供する会社で

あるため，セキュリティなどのサービスを起点
に「コト」づくりを行い，その「コト」づくり
に必要な「モノ」の研究開発を行う，「コト・
ファースト」ルートが主流となっている。
更に，同社では「コト」づくりに加え，サー
ビスによって実現できる「コト」の裏に存在す
る「わけ」を捉え，「モノ」「コト」「わけ」の
三位一体で考えたサービスを提供している。こ
の三位一体でのサービス提供のために，「モノ」
づくりと「コト」づくりの両者の連携だけでな
く，「コト」の変化や「わけ」の理解を深める
ことにも注力している12）。

（3）知財関連のポイント
同社は，技術についてオープン・クローズの

対象を戦略的に使い分けており，外部から見え
ない領域は技術公開せず，他方，顧客から見え
る領域は特許出願等により知財権の取得を行っ
ている。特に後者の領域については，権利化に
よる他社排除というよりは，顧客への技術力ア
ピールとして活用されている。例えば，特許第
3315684号，特許第5634810号等に代表される，
警備の実務に則した，侵害発見し易いクレーム
が作成されている。更に，意匠登録第1212442
号等のココセコム向け携帯端末のようなサービス
に用いる機器に関する意匠権も確保されている。
また，同社では顧客に与える安全・安心のイ
メージを非常に重視しており，当然にステッカ
ーも商標登録第5564273号（図12）等で保護し
ている。このステッカーは，模倣されると顧客
に与える安全・安心にも重大な影響を与えるた
め，商標権での保護は非常に重視している。
更に，『「コト」をどう守るか？』について同
社としても課題と捉えているが，知財権のみで
の保護には限界も感じている。同社の強みは，
セキュリティの運用面や体制にあるため，オペ
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レーションマニュアルが重要であると認識し，
秘匿のため管理規程の強化を図っている。

（4）知財人財の関わり
このような知財活動を推進すべく，同社では

通常の活動に加えて知財部門出身者を産学官連
携部門やオープンイノベーション部門に配置し
て，外部智の導入に際して知財面でも積極的に
サポートしている。
また，ものこと双発学会・ものこと双発協議

会13）に知財人財を事務局長として着任させ，「コ
ト」に関する世の中の最先端の事例を収集およ
び研究している。
更には，知財人財が同社の一番の強みを知財
での保護が難しい領域（オペレーションノウハ
ウや全国をカバーする体制）であると自覚し，
その上でオペレーションマニュアルの保護に社
内規程を通じて乗り出していることは注目に値
する。

3．5　GORE-TEX®ファブリクス14）

（1）概要説明
GORE-TEX®ファブリクスは，米国のWLゴ

ア&アソシエイツ社（W. L. Gore & Associates, 
Inc.）が開発し，水蒸気を通すが水を通さない
微細な多数の孔が設けられた透湿防水性の
ePTFEフィルムからなる素材である。汗によ
る水蒸気を外に放出するとともに雨による外部

から水の浸入を防ぎ，体を乾いた状態に保つこ
とができるため，布地にラミネートされて雨具
などの素材として使われている。

1969年にボブ・ゴア氏によって発明された
GORE-TEX®ファブリクスは，コストが高く，追
加の加工プロセスが必要で，さらに，厳格な管
理を求められたことからあまり普及しなかった。
しかし，欧州の繊維産業が経済不況となった

1989年に，機能性生地という「モノ」の販売か
らユーザに対してGORE-TEX®ファブリクスが
使われた衣類等の“製品”（GORE-TEX®プロ
ダクト）に対する品質保証，即ち，「Guaranteed 
To Keep You Dry（乾いたままでいること）」
という「コト」の提供へとビジネスモデルを転
換させた。

GORE-TEX®プロダクトによる「コト」の構
成要素として，ePTFEフィルムからなる素材
（「モノ」）と後述するGORE-TEX®ファブリク
スを用いた製品（GORE-TEX®プロダクト）の
保証制度といったサービスとが挙げられる。即
ち，「コト」を「モノ」とサービスとの相乗（『一
式』）という仕組みで提供している。「乾いたま
までいること」という「コト」が，従来には無
い大きな付加価値（提供価値）をユーザに対し
て与えたのである。加えて，後述するように紹
介する事例で唯一『生産時以降の「コト」づく
り』にも該当する。
従って，本事例は，ePTFEフィルムからな
る素材という「モノ」を起点とする「モノ・フ
ァースト」であり，「コト」類型１に該当する
と考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
ユーザが乾いたままでいることを同社が保証
していることが，本事例における「コト」づく
りのポイントである。

GORE-TEX®ファブリクスを使用し，厳しい
品質基準で作られた製品であることを証明する

図12　同社のステッカー（実物は色彩あり）
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「黒いハングタグ」15）がついた製品（GORE-
TEX®プロダクト）を購入して防水性，防風性，
透湿性に不満があった場合，修理・交換・購入
代金の返済に同社自身が応じている。どこの国
でいつ買った製品でも保証している。
この保証をするために，同社の顧客であるア
パレルメーカー縫製工場の製造プロセスに対す
る同社による厳格な管理を継続している16）。ユ
ーザに認知してもらえるようにGORE-TEX®ブ
ランドの構築のためマーケティングに投資して
いる。更に隣接した製品の特性やカテゴリーへ
の継続的なR&D投資を行っている。
これらの取り組みにより，GORE-TEX®プロ
ダクトの価格下落防止（価格プレミアム）と他
社製品との差別化を顧客であるアパレルメーカ
ーに提供している。

（3）知財関連のポイント
1970年に米国で特許（米国特許第4187390号）
が出願された後も，改良発明はもちろん，衣類
や靴という顧客の製品や縫製方法などの顧客の
プロセスの特許を取得している。
また，「GORE-TEX」はもちろん日本でも商
標登録（商標登録第1284516号など）がなされ
ており，提供している「コト」である「GUAR-
ANTEED TO KEEP YOU DRY」の記された
黒いハングタグも防水加工織物等という「モノ」
を指定商品として日本で商標登録（商標登録第
5103945号）がなされている。更に，黒いハン
グタグをパンフレットとして日本で意匠登録
（意匠登録第1126867号）がなされている。
また，顧客を対象に認定工場制度（ライセン
シー・プログラム）を設けている。顧客からサ
ンプル製品を提出してもらい，同社のレインル
ームでの防水テストや，伸縮に対する耐久性を
みるフレックステストなどを繰り返す。「一着
でも合格しない製品があった場合，縫製すらさ
せない」という17）。

（4）知財人財の関わり
このように，様々な知財制度を駆使して，同

社が提供している「コト」の価値を守っている。
特に，黒いハングタグをパンフレットとして意
匠登録する発想，特許権が切れた後もブランド
化した商標権で保護する発想は，知財人財が積
極的に知財権による保護の思考を巡らせた結果
であろう。

3．6　デジタル教材ソリューション

（1）概要説明
富士通のデジタル教材ソリューションは，21
世紀に相応しい新しい「学び」である「タブレ
ット端末を活用した学習」ソリューションであ
る。教育現場（学校）と連携して「世界標準の
学力を育む」という「コト」を描き，顧客への
提供価値を「モノ」から「コト」にすることで
他社とのビジネス差別化を狙っている。
デジタル教材ソリューションの「コト」の構

成要素として，タブレット端末（「モノ」）とデ
ジタル教材と学習法等のサービスとが挙げられ
る。即ち，「コト」を「モノ」とサービスとの
相乗（『一式』）という仕組みで提供している。
使用して「ICTで世界標準の学力を育む」とい
う「コト」（図13）が，従来には無い大きな付

図１3　デジタル教材ソリューションの目標
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加価値（提供価値）を顧客に対して与えたので
ある。
従って，本事例は，タブレット端末という「モ

ノ」は存在するが「コト・ファースト」であり，
「コト」類型３に該当すると考えられる。

（2）「コト」づくりのポイント
デジタル教材では後発の同社が，市場に参入

して業界をリードしていくためには，既存の「モ
ノ」（タブレット端末）に拘らず，教育現場と
共創して顧客の潜在ニーズを満たす，他にない
「コト」を描き，それを起点にビジネスを組み
立てていくことが重要であった。そして，「コト」
を未導入の他校への横展開を可能とし，「コト」
を他社に模倣されないよう手当てする必要もあ
った。そのためには，知財人財がビジネスの上
流から関与し，「コト」を意識しながら，顧客
との契約や知財の権利化への対応を行うこと
が，本事例における「コト」づくりのポイント
となる。

（3）知財関連のポイント
「コト」は“状態”かつ“複数の構成要素有”
なので，知財権での保護が困難である。従って，
構成要素毎に「コト」の文脈に沿って出願し，
知財ミックスで保護することを心掛ける必要が
ある。
その際，「コト」の文脈に沿って出願を選択

し集中させることに留意している。例えば，
「ICTで世界標準の学力を育む」という「コト」
の文脈で協働学習（子供たち同士が教え合い学
び合う協働的な学び）の利用シーンに沿った出
願を考える際，グループ討議の促進につながる
内容の出願（ex. 特開2014 -182492号）にフォー
カスし，教諭のテスト問題作成支援などそれ以
外の内容のものは，たとえ技術的に優れていた
としても出願候補から外した。同様に，商標出
願においても，『「学び」＋「コミュニケーション」

をナビゲート』という「コト」の文脈で協働学
習の利用シーンに沿った出願に絞り込んだ（マ
ーナビケーション：商標登録第5497389号）。
出願の選択と集中を行うために，先ず「コト」

の文脈に沿った利用シーンに分解して，シーン
毎の課題とその解決方法という形で整理しなが
ら権利化していくという方針で活動している
（図14）。即ち，描いた「コト」に対して，その
「コト」が実現できるシーンを特定し，そのシ
ーンに登場する「モノ」やサービス（構成要素）
を洗い出して，それぞれに関連する知財権を紐
づける。そして，構成要素毎に「コト」の文脈
に沿った知財ミックスを検討するのである。

なお，取得した特許権については，まだ他社
も含めた市場全体の形成段階にあるため，排他
的な方向での活用は行っていない。

（4）知財人財の関わり
新しい学びのスタイルを創造するためには，

教育現場の協力が必要不可欠であるが，社外の
組織と連携して生み出した知財については，権
利の帰属先に関する問題が生じる場合がある。

図１4　『「コト」の文脈』の模式図
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そこで，共創パートナーである学校や行政に対
して包括的に権利は同社に帰属する旨の合意を
取り付けた上で開発に着手した。その結果，以
降のプロトタイプの開発段階で生まれたアイデ
アの帰属についての確認を逐次行う必要がな
く，他校等への横展開も問題なく進められるよ
うになった。
更に，「ICTで世界標準の学力を育む」とい
う「コト」において，教育現場が最重要と考え
る「協働的問題解決力の育成」を差別化の軸に
定めた上で競業者を特定し，それらが保有する
技術や特許を把握した。その上で，教育現場に
潜在するニーズを「コト」に則して漏れなく抽
出し，それらをICTで解決する仕組みについて
網羅的に特許を取得した。知財人財は「コト」
の文脈に沿った潜在ニーズの予測，ICTによる
解決方法の抽出，公知技術との差別化，そして
特許出願までの一連の過程に深く入り込んで支
援を行っている。
同社では上記のような活動を行うために，知
財推進部門と知財部門がある。知財推進部門は
ビジネスに密着して「コト」づくりなどを行い，
知財部門は主に対特許庁の手続業務を実施す
る。このように役割を分けることで，それぞれ
が業務に専念できるようになり，成果をあげて
いる。
同社では事業部門の担当者に知財教育を行
い，事業部門側にも知財に精通した人財を増や
すことで，「コト」づくりなどのビジネスに密
着した知財活動が行えるようになっている。

4 ．	課題の解決に向けた方策

以上の各事例を当小委員会で検討した結果，
「コト」の知財マネジメントにおいて留意すべ
きポイントとして以下の３つが挙げられた。
①「コト」の文脈に沿った知財権による保護
② 知財人財を「コト」づくりやその保護に専
念させる仕組みづくり

③知財ミックスによる保護
これら３点についての具体的な施策について

順に検討する。

4．1　望ましい知財活動

まず，「コト」の文脈に沿った知財権による
保護を行うためにはどのような知財活動が望ま
しいのかについて考えてみたい。第２章に記載
したように，「コト・ファースト」ルートと，「モ
ノ・ファースト」ルートのいずれにおいても「共
創」のあり方が大きな成功因子になる。この場
合，関係者が複数に跨って生じた知財権の帰属
先が問題となるため，知財人財は交渉等による
調整や契約実務にも通じることが好ましい。
知財人財は，横断的な活動を通じて技術の目
利きができることが強みと言える。この強みを
活かして社内の様々な技術分野・ビジネス分野
から差別化につながる要素を迅速に見出した上
で，それらを活用した「コト」の物語作りに積
極的に関与していく姿勢が望まれる。
ところで，「モノ」分野の特許においても同様
に知財人財が上流へ入りこんで活動することが
重要である旨提言されてきた18），19）。「コト」に
拡張した場合に具体的な活動内容において何を
変えるべきなのだろうか。図15に「モノ」と「コ
ト」の知財活動について特許に絞って対比して

図15　「モノ」と「コト」の特許活動

「モノ」の特許活動 「コト」の特許活動
作業 特許発掘 「コト」づくり
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単一商品 
単一サービス

複数製品 
複数サービス 
それらの複合

理想的 
活動

開発上流からの関与 
特許発掘 
変形例創出
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ビジネス発想 
世界観構築
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みた。
すなわち，「モノ」と「コト」の特許活動で

は以下の点が異なるものと考える。
① 「モノ」の特許活動の中心が発明者足る技
術者が主役の「特許発掘」であるのに対し，
「コト」の特許活動では知財人財も一緒に
なって「コト」づくりを行う必要がある。
② “上流”とは，「モノ」においては研究開
発テーマ・次世代製品であるのに対し，「コ
ト」においては，物語・ストーリである。
③ 「モノ」分野の理想的な知財活動は，特許
発掘や変形例創出であるのに対し，「コト」
分野の理想的な知財活動は，物語作り・ビ
ジネス構築・世界観構築である。
上記では，「モノ」分野と「コト」分野にお
いて，①は「発明の生まれる経緯」が異なるこ
とを述べていて，③は「知財担当者が行う業務」
が異なる旨を述べている。「コト」が体験価値
を基礎に置いているため，「コト」の知財活動
では，「モノ」の知財活動以上に顧客視点に立
った活動を展開することが必要になってくる。
一つひとつの製品やサービスに注目をするので
はなく，それらを「コト」づくりの視点から俯
瞰した上で上位，下位の概念を意識しながら権
利化を図って行くことが重要である。そのため
には，これまで「モノ」の知財活動で展開して
きたように技術を中心に捉えて明細書などの

「出願書類」を中心とした知財担当者の主導に
よる職人的活動に終始するのではなく，「コト」
づくり現場担当者と知財担当者の顧客視点に立
った創造的共同活動に移行する必要があろう
（図16）。

4．2　望ましい知財組織

次に，知財人財を「コト」づくりやその保護
に専念させる仕組みづくりについて考えてみ
る。マネージャーは「コト」づくりの上流から
知財人財が関わるべきだという精神論のみを述
べて後は属人的な展開に任せるのではなく，知
財人財を「コト」づくりやその保護に専念させ
るための組織的な仕組みを構築することが望ま
しい。各社で事情は異なるため画一的な適用は
難しいと思われるが，当小委員会が提案する組
織について述べてみたい（図17・図18）。
「知財推進部門」は，現場により近いところで，
ビジネス部門のメンバーと一体となって「コト」
づくりを実施する。具体的には，事業部門等か
らの情報収集とデザイン思考20）等の発想法に基
づく発想会（ハッカソン・アイデアソン21）含む）
でのファシリテートを通じた事業推進，そして
情報発信などのサポート業務が考えられる。そ
して，法域を横断して現場からの相談に応じる
とともに，「コト」の文脈に沿って俯瞰的に保
護すべき対象を把握した上で知財ミックスを意
識して権利化等を図る。
なお，知財法域毎の縦割りの知財担当者が個

別に対応する体制では，事業部門担当者との包
括的な連携が図りづらく，ビジネスのスピード
に追いつけない。従って，法域横断的な対応が
可能な一人の担当者が対応することが望ましい
が，難しい場合には法域毎の複数の知財担当者
をチーム化して１つの「コト」づくりにあたる
ようにする。
「知財部門」は，出願実務や係争実務にあた
るための組織で，基本的には個別案件毎に対応図16　特許活動の対象の違い
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する。こちらは，「知財推進部門」とは異なり
知財法域毎に分業して業務を行う。この知財部
門に属する知財担当者は，具体性が十分でない
「コト」の企画段階においても，発案者からの
口伝とラフなスケッチから具現化を図り，明細
書を作成できる高いスキルを有することが望ま
しい。

以上のように，「コト」づくりの上流におけ
るビジネス部門と一体となった活動を従来の知
財枠組みで行うことは困難なので，専任の「知
財推進部門」を置き，出願その他の通常の知財
業務と分離させたのが特徴である。

ここで，上述した「知財推進部門」と「知財
部門」の役割例を図19にまとめて示す。

実際には要員計画上の制約等からそのような
体制が採れない場合には，特許事務所等の外部
資源の活用によってリソースを捻出するなどの
工夫が必要となる。特許事務所には以下に示す
ような従来から知財部門が行っている業務を主
に担ってもらい，知財部門は知財推進部門の業
務にシフトするということ22）である。
なお，ビジネスへ寄り添って活動する知財人

財をどうやって育成するかという問題について
は，ビジネス部門との人事交流や兼任でビジネ
ス感覚や事業の立ち上げをOJTの中で体感させ
ることが必要である。

4．3　望ましい「コト」の保護

最後に，留意すべき３つめのポイントである
知財ミックスによる保護について検討する。

（1）知財権の使い方
『顧客の潜在ニーズを達成している状態』で
ある「コト」の包括的な保護を特許だけで行う
のは難しい場合が多い。「コト」のストーリの
適切な保護を図るためには，特許法という狭い
法域だけにとどまるのではなく，知財ミックス
の視点から広くポートフォリオを捉えて，用い

図18　知財組織の理想像（その２）

図17　知財組織の理想像（その１）

図19　知財人財が所属する組織の役割分担
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ることの出来る手段を総動員し，保護を考えな
がら工夫して活動する必要があろう。
また，上述した「コト」づくりのポイントで

ある『共創』，『「場」の提供』といった環境の
実現のためには，知財権の有する排他性のみを
文字通り適用するのは望ましくない。他社の参
入促進による市場拡大とライセンス戦略の視点
とをうまく比較考量しコントロールする「仕切
り」23）のための手段として活用することも考え
るべきであろう（図20）。ここでは，一時的な
技術の独占やライセンス収入を目指すのではな
く，事業を推進する観点からの知財マネジメン
トが求められる。その際，特許権については必
要に応じて，技術をオープンにするのかクロー
ズにするのか，という観点からも「仕切り」を
戦略的に検討することも必要になろう。

（2）知財権の対象
「コト」を保護するには，特許のみならず，
商標や意匠，更には契約上の保護も駆使する必
要がある24）。
商標権の保護対象が音・色等のいわゆる非伝
統的商標へ法改正25）で広がった。意匠権も情報
処理装置に限定されるとはいえ，いわゆる画面
の意匠の保護対象が審査基準の改定26）で従来よ
りも広がった。一方で，立体商標による店舗の

登録例はあるものの，店舗の外観や陳列方法に
ついて不正競争防止法で争われている裁判例で
はほぼ認められてはいない27）。また，時代に合
った新たな制度の提唱28），29）もあるが，実際に
新設には至っていない。
このように知財権でカバー出来る範囲は広が

っているものの，現行の知財制度では「コト」
を包括的に保護するにはまだ不十分である。「コ
ト」づくりがビジネスにおいて重要になってき
ている時代において，どのようにその保護対象
の拡張を図るべきかについては，引き続き我が
国の知財政策上の課題となるであろう30）。
このように，「コト」づくりにおいては，知
財ミックスによる保護に最大限の工夫を凝らす
必要がある一方で，完全な保護には限界がある
ことは意識しておくべきだろう。

5 ．	おわりに

これまで述べてきたように，「コト」づくり
においては，これまでと違った視点から知財人
財の関与を考える必要がある。知財の立場から
積極的に「コト」の物語づくりへ関与すること
で，業務の拡大に繋げることができる。人工知
能の進歩によって，ホワイトカラーの仕事の約
半数が21世紀の前半には機械に奪われる31）とい
う指摘もある。知的創造に深く関わる知財担当
者の業務も，時代とともに変わっていかなけれ
ば淘汰の対象となるだろう。
本論説では，「コト」の事例を通じて，「コト」

づくりのポイントと「コト」づくりに資する知
財マネジメントを，特許を中心に他の知財権に
も触れながら解説した。「コト」づくりと知財
業務の関係についてはまだまだ多面的な検討が
必要と考えられるが，本論説が「コト」づくり
での知財マネジメントを進める上でのなんらか
のヒントとなれば幸いである。
なお，本論説は，2015年度知的財産マネジメ

ント第２委員会第２小委員会のメンバーであ

図20　「コト」と「仕切り」との関係
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る，井内新輔（小委員長：東芝ソリューション）
佐々木成典（小委員長補佐：富士通），井上毅（積
水化学工業），江畑勝紀（テルモ），菅野穂高（日
本電気），久留真一（シスメックス），野坂和人（デ
ンソーウェーブ），野田武（ヤフー），前田行徳
（サッポロホールディングス），丸山聡（大日本
印刷）が執筆した。
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